
令和７年４月 16 日時点 

■許可申請等の相談窓口 

盛土規制法に基づく許可申請等の相談窓口一覧は、次のとおりです。 

（基本的に個別法令等の所管課が対応します） 

なお、許可申請等の提出窓口一覧については、現在作成中です。 

 

１ 建築物等を目的とする宅地造成 

 

２ 建築物等を目的とする宅地造成以外 

盛土等が該当する個別法令等 相談窓口（連絡先） 所管課 

建築物等を目的とする宅地造成 

(都市計画法第４条第 12 項に該当する開発行為) 

※ただし、同法第 29 条第１項第４号から第９号までのい

ずれかに該当する開発行為又は畜舎等の建築等及び利用

の特例に関する法律第３条第１項の認定（同法第４条第１

項の変更の認定を含む。）を受ける開発行為を除く。 

 

 

別表１参照 

県土整備部 

建築開発課 

盛土等が該当する個別法令等 相談窓口（連絡先） 
参考 

（法所管課） 

道路区域における盛土等 

（道路法第 24 条に該当する行為） 

 

 

 

 

 

 

 

各建設事務所 

（詳細は別表２参照） 

県土整備部 

道路管理課 

河川保全区域における盛土等 

（河川法第 55 条第１項に該当する行為） 

県土整備部 

河川課 

砂防指定地における盛土等 

（三重県砂防指定地等管理条例第４条第１項に

該当する行為） 

県土整備部 

防災砂防課 

急傾斜地崩壊危険区域における盛土等 

（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法

律第７条第１項に該当する行為） 

地すべり防止区域における盛土等 

（地すべり等防止法第 18条第１項に該当する行

為） 

※ただし、国土交通省所管に限る。 

海岸保全区域における盛土等 

（海岸法第８条第１項に該当する行為） 

県土整備部 

港湾・海岸課 

港湾隣接地域における盛土等 

（港湾法第 37 条第１項に該当する行為） 

土地区画整理事業の施行区域内における盛土等 県土整備部都市政策課 

（TEL：059-224-2751） 



 

※上記個別法令の許可等対象外となる盛土等でも、個別法令の所管部署が盛土規制法の担当

窓口となります。 

※申請準備の際は、上記以外の法令（自然公園法、文化財保護法、その他県条例、各市町条

例等）についても確認を行うようにお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛土等が該当する個別法令等 相談窓口（連絡先） 所管課 

農地法で定める農地及び採草放牧地並びに農業

振興地域の整備に関する法律で指定する農業振

興地域の農用地区域における盛土等 

農林水産部農地調整課 

（TEL：059-224-2550） 

地域森林計画対象民有林における許可対象の盛

土等及び国有林の地域別の森林計画区域におけ

る許可対象の盛土 

(森林法第 10 条の２第１項に該当する開発行為) 

農林水産部治山林道課 

（TEL：059-224-2573） 

地域森林計画対象民有林における届出対象の盛

土等及び国有林の地域別の森林計画区域におけ

る届出対象の盛土 

(森林法第 10 条の８第１項に該当する開発行為) 

地域森林計画対象民有林の保安林内における盛

土等 

(森林法第 34 条第２項に該当する土地の形質を

変更する行為) 

上記個別法令にかかるもの以外 環境生活部環境共生局 

大気・水環境課 

（TEL：059-224-2382） 



別表１ 建築物等を目的とする宅地造成 

 

 

 

部局名 所管区域等 連絡先 所在地 

県土整備部 

建築開発課開発審査班 

津市 

面積 1ha 以上、又は申請地

が 2 以上の建設事務所の所

管区域に属するもの 

059-224-3087 

 

津市広明町 13

番地 

桑名建設事務所 

建築開発室 

桑名市 

いなべ市 

木曽岬町 

東員町 

0594-24-3667 桑名市中央町

5 丁目 71 

四日市建設事務所 

建築開発室 

四日市市 

菰野町 

朝日町 

川越町 

鈴鹿市 

亀山市 

059-352-0684 四日市市新正

4 丁目 21-5 

松阪建設事務所 

総務・管理・建築室 

建築開発課 

松阪市 

多気町 

明和町 

大台町 

0598-50-0587 松 阪 市 高 町

138 

伊勢建設事務所 

建築開発室 

伊勢市 

玉城町 

度会町 

大紀町 

南伊勢町 

0596-27-5210 伊勢市勢田町

628-2 

志摩建設事務所 

総務・管理・建築室 

建築開発課 

鳥羽市 

志摩市 

0599-43-9651 志摩市阿児町

鵜方 3098-9 

伊賀建設事務所 

建築開発室 

名張市 

伊賀市 

0595-24-8239 伊賀市四十九

町 2802 

尾鷲建設事務所 

総務・管理・建築室 

建築開発課 

尾鷲市 

紀北町 

0597-23-3546 尾鷲市坂場西

町 1 番 1 号 

熊野建設事務所 

総務・管理・建築室 

建築開発課 

熊野市 

御浜町 

紀宝町 

0597-89-6148 熊野市井戸町

371 



別表２ 道路区域、河川保全区域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、

海岸保全区域又は港湾隣接地域における盛土等 

 

部局名 所管区域等 TEL 所在地 

桑名建設事務所 

総務・管理室 

管理課 

桑名市 

いなべ市 

木曽岬町 

東員町 

0594-24-3662 桑名市中央町

5 目 71 

四日市建設事務所 

総務・管理室 

管理課 

四日市市 

菰野町 

朝日町 

川越町 

059-352-0667 四日市市新正

4 丁目 21-5 

鈴鹿建設事務所 

総務・管理室 

管理課 

鈴鹿市 

亀山市 

059-382-8683  鈴鹿市西条 5-

117 

津建設事務所 

総務・管理室 

管理課 

津市 059-223-5203 津市桜橋 3-

446-34 

松阪建設事務所 

総務・管理・建築室 

管理課 

松阪市 

多気町 

明和町 

大台町 

0598-50-0586 松 阪 市 高 町

138 

伊勢建設事務所 

総務・管理室 

管理課 

伊勢市 

玉城町 

度会町 

大紀町 

南伊勢町 

0596-27-5202 伊勢市勢田町

628-2 

志摩建設事務所 

総務・管理・建築室 

管理課 

鳥羽市 

志摩市 

0599-43-9627 志摩市阿児町

鵜方 3098-9 

伊賀建設事務所 

総務・管理室 

管理課 

名張市 

伊賀市 

0595-24-8208 伊賀市四十九

町 2802 

尾鷲建設事務所 

総務・管理・建築室 

管理課 

尾鷲市 

紀北町 

0597-23-3527 尾鷲市坂場西

町 1 番 1 号 

熊野建設事務所 

総務・管理・建築室 

管理課 

熊野市 

御浜町 

紀宝町 

0597-89-6141 熊野市井戸町

371 


